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 「フリーランス法」が令和 6 年 11 月より施行されました。（※シルバー会員の皆

様については、この“フリーランス”に該当します。）これを受けて、会員の皆様が

フリーランス法による保護を受けて安心・安全に働いていただくために契約方法が変

わりました。 

変更点  

●会員の皆さま

 形式上は発注者と会員との間で直接契約関係が生じますが、実務面では基本的に変

わりません。新しく、マッチングの際に【会員業務仕様書】を送付しますのでご確認

ください。 

●発注者さま

これまでは、発注者はセンターに対し、業務一式を業務委託契約していましたが、

変更後は、センターに対するマッチングや調整等の業務委託（センター利用につい

て）と会員業務委託（依頼する仕事）の内容で発注することになります。  
 変更後 

発注の準備 
変更はありません。センターは発注される仕事の内容等をお伺い

し、業務仕様などを調整します。  

センターとの利用契約の
締結 

センターを利用して会員に業務委託する内容となり、センターは

主に、仕事と就業する会員のマッチングや総合調整を担います。  

会員への就業条件の明示
と業務委託契約の成立 

新たな内容となりますが、センターで対応しますので、発注者の

作業は発生しません。フリーランス法に基づく就業条件の明示に

ついては、センターの方で発注の際にお伺いした内容に基づき、

【会員業務仕様書】を作成し、マッチングの際に会員へ案内しま

す。会員が内容に同意すれば、発注者と会員の間で業務委託契約

が成立する仕組みとなります。  

業務委託料の請求 
センターへの業務委託料と会員への業務委託料に別れた内容とな

ります。センターがまとめて請求しますので、手続きはこれまで

と同様です。  

前年度同月比較  前年度同月比較  

 合  計 65 （0）  合  計 171 （-14）  

 男  性 25 （-4）  請  負 118 （-10）  

 女  性 40 （+4）  派  遣 53 （-4）  

前年度同月比較  前年度同月比較  

 合  計 1,777 （+357）  合  計 7,998,474 （+1,625,825）  

 請  負 317 （+1）  請  負 1,948,765 （-69,824）  

 派  遣 1,460 （+356）  派  遣 6,049,709 （+1,695,649）  

 フリーランス法施行にともない契約方法が変わりました  

今年度活動状況をお知らせします（10 月 31 日時点）  

※フリーランス法とは・・・フリーランス（個人で仕事を請け負う働

く人）が、不当な不利益を受けることなく、安定的に働くことができ

る環境を整備するため、主に発注者に対する規制を定めた法律です。 

http://www.oki-fukushi.net/oki-sjc
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